
令和６年度（２０２４年度）早期退職に関する募集実施要項 

 

令和６年（２０２４年）１０月２９日 

消 防 長 

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年条例第１６号）第８条の２第１項第１号の規定に基

づき、組織の年齢別構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的として、下記のとおり早期退職者

の募集を行います。 

 

１ 募集対象 

消防局に所属する職員で、令和７年（２０２５年）３月３１日に「４５歳～５９歳」の者（注１参

照） 

※ただし、定年前早期退職者に対する特例措置（割増の適用）は、勤続期間（除算期間を除く。以

下同じ。）が２０年以上の方のみ対象となりますのでご注意ください（別紙１参照）。 

   ※定年引上げにより、制度の変更点があります（別紙２参照）。 

 

２ 募集人数 

設定なし（注２参照） 

 

３ 募集期間 

令和６年（２０２４年）１０月３０日（水）午前９時００分から 

令和６年（２０２４年）１２月６日（金）午後５時１５分まで（必着） 

※募集は１回のみとなりますのでご注意ください。 

 

４ 退職すべき期日 

令和７年（２０２５年）３月３１日（注３参照） 

 

５ 応募手続 

（１）応募をしようとする職員は、「応募申請書」（様式第１号）に必要事項を記入のうえ、募集期間

中に下記受付担当者宛にＣネットメールで提出してください。 

※応募申請書は、Ｃネットフォルダに格納しています。 

※応募にあたっては、必ず所属長（所属長の場合は局長）に報告を行ってください。 

 

（２）審査後、認定又は不認定の通知書を各所属長宛に交付します。 

   ※１２月末を目途に交付予定 

   ※不認定になる場合は（注４）のとおり 

 

（３） 認定通知書の交付後、対象者は速やかに辞職願を下記受付担当者宛に提出してください。 

    ※認定通知書の交付時に再度案内予定 

 

（４）応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請書」（様式第２号）を応

募申請書と同様の方法で提出してください。 

   ※応募取下げ申請書は、応募申請書と同じフォルダに格納しております。 

   ※人事異動の都合上できるだけ令和７年（２０２５年）１月１７日（金）までに提出してくだ

さい。 

     ※取り下げる場合にも、必ず所属長（所属長の場合は局長）に報告を行ってください。 

 

６ その他 



（１）暫定再任用制度については、別紙２をご参照ください。 

（２）年金の受給要件として、公的年金制度への加入期間が原則１０年以上必要ですのでご注意くだ

さい。 

 

７ 問合せ先（受付担当者） 

総務課人事班  ℡ 096-366-3617  内線 1320・1321 

 

（注１）次の（１）から（４）までのいずれかに該当する職員は応募をすることができません。 

 （１）非常勤職員 

（２）臨時的任用職員、任期を定めて任用されている職員 

 （３）令和７年（２０２５年）３月３１日までに６０歳に達する職員 

 （４）地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分（故意又は重大な過失によらないで管理又は監督

に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。）又はこれに準ずる処分を募集の開

始の日において受けている者又は募集期間中に受けた者 

 

（注２）募集する人数は、募集対象となるべき職員の範囲に含まれる職員数未満とします。 

 

（注３）予算の都合上、退職日を令和７年（２０２５年）４月１日に繰り下げる場合があります。その

場合は、総務課で繰下げ対象者を選定し、事前にご連絡します。 

 

（注４）応募者が次の（１）から（４）までのいずれかに該当する場合には、不認定とします。 

（１）この募集実施要項又は（注１）に適合しない場合 

（２）応募後に、懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合 

（３）懲戒処分（在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照ら

して当該処分に値することが明らかなものをいう。）を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる

相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支

障を生ずると認める場合 

（４）引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に

推進するために特に必要であると認める場合 

 

 



定年前早期退職者に対する特例措置について（R6年度時点） 

 

定年前早期退職者のうち、勤続期間が２０年以上で、かつ、年齢が４５歳以上の職員が、早期退職に

関する募集実施要項に応募し、認定を受けて退職した場合、自己都合等退職の場合と比べ高い支給率が

適用されるとともに、退職日の給料月額を６０歳到達前１年につき３％割増して基本額を算定します。 

※勤続期間が２０年未満の方は割増の適用を受けられませんが、支給率は自己都合等退職よりも優遇

されます。 

 

○早期退職した場合の退職手当算定方法：基本額＋調整額 
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【表①】退職理由別・勤続年数別支給率 

勤続期間 
退職手当支給率 

定年前早期退職者 自己都合等退職 

２０年 
２１年 
２２年 
２３年 
２４年 
２５年 
２６年 
２７年 
２８年 
２９年 
３０年 
３１年 
３２年 
３３年 
３４年 

３５年以上 

２４．５８６８７５ 
２６．２６０８７５ 
２７．９３４８７５ 
２９．６０８８７５ 
３１．２８２８７５ 
３３．２７０７５ 
３４．７７７３５ 
３６．２８３９５ 
３７．７９０５５ 
３９．２９７１５ 
４０．８０３７５ 
４２．３１０３５ 
４３．８１６９５ 
４５．３２３５５ 
４６．８３０１５ 

４７．７０９ 

１９．６６９５ 
２１．３４３５ 
２３．０１７５ 
２４．６９１５ 
２６．３６５５ 
２８．０３９５ 
２９．３７８７ 
３０．７１７９ 
３２．０５７１ 
３３．３９６３ 
３４．７３５５ 
３５．７３９９ 
３６．７４４３ 
３７．７４８７ 
３８．７５３１ 

３９．７５７５～ 

 

【表②】割増率（勤続期間が２０年未満の方は割増の適用を受けられません。） 

退職時年齢 割増率 退職時年齢 割増率 

４５歳 3%×（60-45）＝45% ５３歳 3%×（60-53）＝21% 

４６歳 3%×（60-46）＝42% ５４歳 3%×（60-54）＝18% 

４７歳 3%×（60-47）＝39% ５５歳 3%×（60-55）＝15% 

４８歳 3%×（60-48）＝36% ５６歳 3%×（60-56）＝12% 

４９歳 3%×（60-49）＝33% ５７歳 3%×（60-57）＝9% 

５０歳 3%×（60-50）＝30% ５８歳 3%×（60-58）＝6% 

５１歳 3%×（60-51）＝27% ５９歳 3%×（60-59）＝3% 

５２歳 3%×（60-52）＝24%   

    

（別紙１） 

退職手当 

退職日 

の 

給料月額 

退職理由別・勤続

年数別支給率 

【下表①】 

割増率 

【下表②】 

調整額 

【下表③】 

基本額 



【表③】調整額 

 月ごとにその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分（休職月除く）に応じて、各号に定める額

のうち、その額が最も多いものから順次その順位を付し、その第 1順位から第 60順位までの合計額。 

※業務職については、地位ではなく、級に対応して計算。 

 

 例）ライン局長１年、スタッフ局長２年、部長５年、課長７年の場合 

    65,000円×12月＋59,550円×24月＋54,150円×24月＝3,508,800円 

    （1号）     （2号）     （3号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号 級 金額 号 級 金額

8 5

（ライン局長） （主幹級）

8 4

（スタッフ局長等） （主査級）

7 3

（部長級） （主任主事等）

6 1・2

（課長級） （主事等）
8 0

5 32,500

6 27,100

7 21,7003 54,150

4 43,350

1 65,000

2 59,550



 

定年引上げ制度から変更となった点 

 

１ 募集対象 

 令和５年度から、定年年齢が６０歳から６５歳まで２年に１歳ずつ段階的に引き上がりますが、対象

者は、現行どおり４５歳～５９歳としますので、６０歳以上の方は、引き続き対象外となります。 

 ※６０歳に達した日以後に退職した職員への退職手当は、定年前の退職を選択した職員が不利になら

ないよう、「自己都合」を理由とする退職よりも支給率の高い「定年」を理由とする退職と同様の支

給率となります。 

 

２ 割増率の変更 

 ５９歳の割増率は、令和５年度から「３％」となります。 

 

３ 暫定再任用（いわゆる「ブランク明け再任用」）について 

 今年度退職者のうち、昭和３９年４月２日～昭和４０年４月１日生まれの方は、令和９年４月１日、

令和１０年４月１日又は令和１１年４月１日から、昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日生まれの

方は、令和１１年４月１日からの暫定再任用が可能（ただし、要件あり）となります。それ以外の方に

ついては、暫定再任用となることができませんのでご注意ください。 

 

 ※暫定再任用については別添資料をご参照ください。 

 

（別紙２） 


